
　　　　　令和5年1月26日（木）午後1時30分から午後2時00分まで、隠岐の島町役場3階301会議室に招集した。

１．　出席委員

１番 ２番 齋 藤 律 子 ３番 佐 々 木 眞 憲 ４番 高 橋 フ サ 子 ５番 藤 野 裕 之

６番 ７番 村 上 義 成 ８番 八 幡 幸 春

　 　 　

２．　欠席委員

３．　事務局出席者

事務局

４．　提出議案

１．

２．

３．

４． 議事録署名委員の指名  （4番　高橋　フサ子　委員）（5番　藤野　裕之　委員）

５．

６． （13件）

８． （1件）

１１． （61件）

１２．

１３．

農地賃貸借（使用貸借）契約の合意解約について

会 長 あ い さ つ

会 期 決 定 令和5年１月 ２6日　本日限り

議 第 1 号 農地法第３条の規定による許可申請について

委 員 着 席

令和4年度第10回隠岐の島町農業委員会総会議事録

村 上 淳 一

井 澤 健

齋藤　健大上川　清 渡邊　守河北　尚夫

開 会 宣 告

閉 会 宣 言

報 告 1 号

委員　８名中 8名 出席

そ の 他

議 第 2 号 農用地利用集積計画の決定について



５．　議事内容

事 務 局 ：

会 長 ：

事 務 局 ：

議 長 ：

全 委 員 ：

議 長

議 長 ：

事 務 局 ：

議 長 ：

全 委 員 ：

議 長 ：

全 委 員 ：

議 長 ：

事 務 局 ：

議 長 ：

＜質問、意見なし＞

日程２の開会宣言ですが、本日は８名中８名の出席となっておりますので、この会は成立となります。

思うところです。

さて、本日の会議はご案内いたしました案件につきまして十分ご審議いただきますようお願いして挨拶に代えさせて頂きます。

解約された農地は全筆別の耕作者によって耕作される予定です。

原田地区の農地が申請されています。先月農地付空家に認定されております。

只今の案件につきまして、何か質問はございませんか。

＜質問、意見なし＞

続いて日程７、議第１号「農地法第３条の規定による許可申請について」１件ありますので、事務局から説明をお願いします。

＜議第１号について説明＞

只今の案件につきまして、何か質問はございませんか。

続いて日程８、議第２号「農用地利用集積計画の決定について」６１件ありますので、事務局から説明をお願いします。

只今の案件につきまして、何か質問はございませんか。

全員挙手＜全委員賛成＞

それでは只今の案件につきまして、賛成の方は挙手をお願いします。

＜議第２号について説明＞

今年の正月は比較的穏やかな年明けとなりました。当初気象庁からは大変寒い冬になるということでしたが、気温の方も比較的高く

過ごしやすい年明けとなりましたが、ここにきて大変な寒波に見舞われました。しかし、この寒さは、農業にとっては良いことでは

只今の案件は報告の案件ですので、以上となります。

＜報告１号について説明＞

ないかと思うところです。

また、年明け早々からコロナウイルス感染症が当町においても連日多く発生しているところです。お互い気を付けていただきたいと

続いて日程６、報告１号「農地賃貸借（使用貸借）契約の合意解約について」13件ありますので事務局から説明をお願いします。

只今から令和４年度第１０回隠岐の島町農業委員会総会を開催いたします。

続きまして、日程３の会長挨拶をお願いします。



全 委 員 ：

議 長 ：

全 委 員 ：

議 長 ：

以上の通り会議の次第に相違ないことを証するため、ここに署名する。

（総会閉会　午後2時00分）

隠岐の島町農業委員会会長

　 隠岐の島町農業委員会委員

隠岐の島町農業委員会委員

令和5年1月26日

無いようですので、以上で本日の総会を終了します。ありがとうございました。

議案については以上となりますが、他になにかありますか。

＜質問、意見なし＞

それでは只今の案件につきまして、賛成の方は挙手をお願いします。

全員挙手＜全委員賛成＞


